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平成24年 2 月 １ 日推計

世 帯 数 56, 437 世帯
総 人 口 121, 081 人
　男性 57, 561 人
　女性 　 　63, 520 人
面　　積 94. 92 ㎞2

市政情報総合案内コールセンター
京都いつでもコール

～市政の手続きや制度、イベント、
　　施設などのお問い合わせ～

午前８時～午後９時
（年中無休）
☎６６１－３

み
７
な
５
こ
５
こ

FAX６６１－５
ごよう は こ こ
８５５

電子メール（以下のホームページから）
パソコン �http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/

page/0000012821.html
携帯電話 http://www.city.kyoto.jp/koho/m/cc/

■葵
あおい

使
つかい

日時　3月25日（日）午後1時30分出発
場所　上賀茂神社（上賀茂本山）

■賀茂曲水宴
日時　4月8日（日）午後1時～
場所　上賀茂神社（上賀茂本山）

■やすらい祭
日時　4月8日（日）
場所　今宮神社（紫野今宮町）
　　　玄武神社（紫野雲林院町）
　　　光念寺（紫野上野町）
　　　川上大神宮社
　　　（西賀茂南川上町）
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主な届出・証明の種類 窓口 必要なもの

住所変更

市内で住所変更 住所を定めた日から 14
日以内 新住所地の市民窓口課、出張所 印鑑、本人確認書類（本人、世帯主以外の

場合は、委任状と代理人の本人確認書類）、
市外から転入の場合は転出証明書

市外から転入
市外へ転出 転出の日までに 旧住所地の市民窓口課、出張所
※外国人の方は、住所を定めた日から 14日以内に、外国人登録証明書をお持ちのうえ、新住所地の市民窓口課（出張所不可）へ届けて
ください。旧住所地への届け出は不要です。

印鑑登録
転出届により自動的に登録抹消となります。新住所
地で新規に登録申請してください。
※市内での住所変更の場合、手続きは不要。登録は
継続されます。

新住所地の市民窓口課、出張所
印鑑、本人確認書類（本人以外の場合は委
任状）、即日交付（本人来庁のみ）の場合
は運転免許証など官公署発行の写真付き本
人確認書類

国民健康
保険

市外から転入

左記に該当した日から
14日以内

新住所地の保険年金課

印鑑、本人確認書類、保険証、代理人は委
任状と本人確認書類、退職時等は資格喪失
証明書、就職等の場合は職場の保険証など

市外へ転出 旧住所地の保険年金課
市内で住所変更 新住所地の保険年金課
退職等で加入

現住所地の保険年金課就職等で資格喪失
出産、死亡
外国人登録または登録変更

証
明
書
が
必
要
な
と
き
は

戸籍など 戸籍謄本・抄本、除籍謄本・抄本、戸籍記載事項証明、
受理証明、戸籍附票の写し 本籍地の市民窓口課、出張所 本人確認書類（直系親族以外は委任状）

住民票など
住民票の写し、住民票記載事項証明、登録原票記載
事項証明 市内すべての区役所・支所の市民窓口

課、出張所、証明書発行コーナー

本人確認書類（同一世帯の家族以外は委任
状）

印鑑登録証明 印鑑登録証

税務関係

所得証明、課税証明、評価証明、納税証明（市・府民税、
法人市民税、固定資産税・都市計画税）

本人確認書類（代理人の場合は委任状、法
人の場合は請求に来られる方の本人確認書
類と代表者印）、納税通知書、領収書（納
税証明で納付確認が必要な場合）、車検用
納税証明は車検証の写しも必要

納税証明（軽自動車税） 市内すべての区役所・支所の市民税課・
市納税推進課

住宅用家屋証明 資産所在地の区役所・支所の市民税課 住民票、登記事項証明書、その他必要書類
※京都市以外は、窓口名が異なる場合があります。　※本人確認書類とは、運転免許証、パスポート、外国人登録証明書、健康保険証、住民基本台帳カードなどのことです。

次の制度については、
各担当課へお問い合わせください

敬老乗車証
老人医療
障害者医療
母子家庭等医療
子ども医療
子ども手当

福祉介護課福祉担当
☎432-1297

介護保険料
介護保険の相談・申請

福祉介護課介護保険担当
☎432-1364
☎432-1366

児童扶養手当
特別児童扶養手当

支援保護課支援第一担当
☎432-1284

特別障害者手当
障害児福祉手当
身体障害者手帳
療育手帳

支援保護課支援第二担当
☎432-1285

後期高齢者医療 保険年金課資格担当
☎432-1257

国民年金
保険年金課保険給付・
年金担当
☎432-1273

母子健康手帳
乳幼児健診
精神障害者保健福祉手帳

健康づくり推進課母子・
精神保健担当
☎432-1454

問合せ
（担当課がわからないときは代表番号 ☎432  -1181 へ）
市民窓口課　☎432-1249　中川出張所　☎406-2340
市民税課　　☎432-1214　小野郷出張所☎406-2004
保険年金課　☎432-1257　雲ケ畑出張所☎406-2001
市納税推進課☎213-5467　

住所変更などに伴う手続をお忘れなく

入学・入社・転勤…引っ越しの季節です！
区役所・支所を日曜日
に臨時開所します
開所時間　午前９時～正午（出張所は開所しません）
窓口　�市民窓口課（その他の窓口では業務は行っておりませんのでご注意

ください。）
業務　・�住民票の写し、戸籍謄・抄本、印鑑登録証明書などの証明書発行
　　　・�転入・転出・転居届、戸籍、印鑑登録などのうち、転入・転出な

どに伴う手続き
　　※　一部取り扱えない業務（税関係証明書の発行など）もあります。
　　※　�上記取扱業務でも、他機関が閉庁している等の理由で、その場で

対応できないこともありますのでご了承ください。
問合せ　総務課　☎432-1197　　市民窓口課　☎432-1249

住民票の写し、印鑑登録証明書などは、主要５駅（地下鉄北大路・山科・
四条・竹田各駅、阪急桂駅）にあるターミナル証明書発行コーナー（右
の図参照）でもお取りいただけます。
取扱時間
　平　日　午前８時30分～午後７時
　土曜日　午前８時30分～午後５時
　日曜日　午前８時30分～午後５時
　（祝日、振り替え休日、国民の休日及び12月29日～１月３日を除く）

ターミナル証明書発行コーナー

…ターミナル証明書
　発行コーナー

取扱証明書
　①住民票の写し、②住民票記載事項証明書、
　③印鑑登録証明書、④登録原票記載事項証明書、⑤税関係証明書
※　�④の一部及び⑤は平日午後５時以降及び土曜日・日曜日には発行しておりません。受付のみを行

い、発行は翌開所日以降（翌開所日が土曜日、日曜日にあたるときは、次の月曜日以降）になります。

　証明書を請求される際には、運転免許証、健康保険証などの本人確認書類（※）をお持ちください。
※　印鑑登録証明書の請求の場合は、印鑑登録証（カード）

問合せ　市区政推進課　☎222-3048

3月25日、4月1日、8日
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